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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
ト
ラ
ッ
ク
環
礁
に
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る
日
本
兵
の
遺
骨
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い
に
関
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る
再
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
及
び
四
に
つ
い
て

現
地
在
外
公
館
を
通
じ
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
政
府
等
に
照
会
を
行
い
、
現
在
、
そ
の
最
終
的
な
回
答
を
待
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
回
答
で
は
、
遺
骨
が
見
せ
物
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、

平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
十
月
七
日
ま
で
の
間
、
厚
生
労
働
省
職
員
を
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
へ
派
遣
し
、
現
地
の
ダ
イ

ビ
ン
グ
関
係
者
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
現
地
の
ダ
イ
バ
ー
を
雇
い
上
げ
て
調
査
し
た
が
、
当
該
事
実
は
確

認
で
き
な
か
っ
た
。

今
後
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
政
府
等
の
最
終
的
な
回
答
を
待
っ
て
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
調
査
結
果
の
取
り
ま
と
め
を

行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
地
在
外
公
館
を
通
じ
、
御
指
摘
の
報
道
の
内
容
に
つ
い
て
、
最
初
に
事
実
関
係
の
確
認
等
を
行

っ
た
平
成
十
九
年
九
月
十
六
日
で
あ
る
。
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三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
援
護
企
画
課
外
事
室
長
三
宅
満
及
び
外
務
省
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
大
洋

州
課
長
岩
間
公
典
で
あ
る
。
三
宅
満
室
長
は
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
の
た
め
の
調
査
を
担
当
し
て
お
り
、
岩
間
公
典
課
長
は
現

地
政
府
と
の
調
整
を
担
当
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
十
月
に
日
本
国
政
府
の
遺
骨
収
集
団
が
パ
ラ
オ
共
和
国
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
に
お
い
て
、
遺
骨
収
集
を
行
っ
た
際
、

日
本
兵
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
遺
骨
が
観
光
客
目
当
て
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
、
現
地
在
外
公
館
を
通

じ
て
パ
ラ
オ
共
和
国
社
会
文
化
大
臣
に
対
し
改
善
方
申
入
れ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
本
年
八
月
に
厚
生
労
働
省
職
員
が
同
国
を

訪
問
し
た
際
に
は
改
善
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
例
が
あ
っ
た
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
昭
和
二
十
七
年
六
月
十
六
日
の
衆
議
院
海
外
同
胞
引
揚
及
び
遺
家
族
援
護
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会

に
お
け
る
海
外
諸
地
域
等
に
残
存
す
る
戦
没
者
遺
骨
の
収
集
及
び
送
還
等
に
関
す
る
決
議
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
「
米
国

管
理
地
域
に
お
け
る
戦
没
者
の
遺
骨
の
送
還
慰
霊
等
に
関
す
る
件
」
（
昭
和
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日
閣
議
了
解
）
等
に
基

二



づ
き
、
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
約
三
十
一
万
柱
の
戦
没
者
の
遺
骨
を
収
集
し
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
は
、
新
た
に
い
わ
ゆ
る
南
方
地
域
に
つ
い
て
民
間
団
体
等
の
協
力
を
得
て
派
遣
団
を
編
成

す
る
等
に
よ
り
、
海
外
未
送
還
遺
骨
情
報
収
集
事
業
を
実
施
す
る
な
ど
、
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
在
外
公
館
等
か
ら
提
供
さ
れ
た
遺
骨
情
報
を
精
査
し
て
確
度
の
高
い
情
報
で
あ
れ
ば
、
相

手
国
政
府
の
協
力
を
得
な
が
ら
遺
骨
収
集
を
鋭
意
実
施
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
国
の
責
務
と
し
て
可
能

な
限
り
早
期
に
収
集
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

三


